
１．兵庫センター結成の意義と目的 

 

１）兵庫センター結成の意義 

  新自由主義政策の進行のもと、貧困と格差が拡大し、産業を問わず多くの働く人たち

の就業が脅かされています。正規雇用労働者の長時間・過密労働、非正規雇用労働者の

増大はとどまりません。 

  働くもののいのちと健康実態は、厳しい労働・失業・営業不振と生活破壊のもとで、

心身の疲れ・ストレスが増大し、悪化の一途をたどっています。 

  過労死や自殺者は、後を絶ちません。就活自殺さえ、生み出されています。 

「働くもののいのちと健康を守る運動」は、労働者・労働組合をはじめ医療機関・商工

業者・農漁民・家内労働者・女性などの団体や、関係する学者・研究者・医師・弁護士 

などの専門家・個人にとって、いよいよ重要な課題となってきています。 

こうした時期に、広範な関係する団体・専門家が共同して、「働くもののいのちと健康 

を守る」ために、「兵庫センター」をつくることは大変重要な意義をもっています。 

 

２）兵庫センター結成の目的 

 兵庫センター結成の目的は、「規約第３条」で次のようにまとめています。 

「本会は、働くものの労働による災害・疾病や社会的要因により起こる健康障害を防止

し、職場と地域の安全衛生の確保と完全な補償を実現するために、共同して行う働くも

ののいのちと健康・権利を守る事業を通じて、人間が尊重され、安心して働ける職場・

社会の建設に寄与することを目的とする。」 

 

 

２．兵庫センターの基本性格と役割、組織形態 

 

 １）兵庫センターの基本性格 

  労働者・労働組合をはじめ医療機関・商工業者・農漁民・家内労働者・女性などの広 

範囲な団体が結集し、各団体の自主性を尊重し、「働くもののいのちと健康を守る」とい 

う目的達成のため、共同して取り組みを行います。 

また、関係する学者・研究者・医師・弁護士などの専門家・個人とも共同して事業に 

取り組み、協力関係をつくり相互の信頼のもと、民主的に運営します。 

これまでの兵庫における「働くもののいのちと健康を守る」たたかいを受け継ぎ、働 

くものの立場に立った運動・交流・共同・研究などの事業を発展させます。 

 



 ２）兵庫センターの役割と事業内容 

  ① 学習・教育活動 

   イ）活動家の養成……活動家養成講座、シンポジュームなどの開催 

   ロ）講師の派遣……加盟団体からの講師派遣要請に応ずる 

   ハ）教育資料などの作成……パンフ・リーフなどの作成の普及などに取り組みます。 

  ② 情報収集と提供 

イ）労働省など各省庁や中災防の労働安全衛生に関する通達・情報 

ロ）学会・研究会などの研究・発表文書、ILO 関係文書のいのちと健康を守る活動

に関する文書・情報を、全国センターや地方センターとの連携と、各関係加盟団

体、専門家の協力を得、収集に取り組みます。 

  ③ 実態・運動の交流 

   ・職場・地域での「いのちと健康」に関わる実態、活動・運動の経験などの交流に

取り組みます。 

  ④ 相談・支援活動 

   イ）広く働く人たちの「いのちと健康問題」、「労災・職業病等」の相談に応じます。 

   ロ）「いのちと健康問題」の諸闘争の支援要請は、その都度、関係団体と相談して、

可能な支援を行います。 

  ⑤ 諸課題の調査・研究・提言 

   ・はたらくもののいのちと健康に関する要求・実態の諸課題の調査・研究・提言を、

関係団体と専門家との共同で進めます。 

  ⑥ 広報・出版活動 

   ・全国センター・関係団体、専門家などとの協力・共同・連携で進めます。 

 

３）兵庫センターの組織と運営（規約の要旨） 

① 名称は「はたらくもののいのちと健康を守る兵庫センター」とし、略称は「いの

ちと健康・兵庫センター」とします。 

② 加入の形態は、「本会の目的に賛同し、入会した団体・個人及び専門家」とします。 

③ 会費額は、団体１口月 1,000円・個人 1口月 500円とします。納入方法は、月額・ 

年額納入のいずれかとします。 

④ 運営の「機関」は、「総会」と「理事会」とします。総会は年１回、理事会は年３ 

回程度の開催とします。また必要に応じて、専門委員会・部会及び研究会などを 

設けることができることとします。 

⑤ 役員は、理事長（１名）、副理事長（若干名）、事務局長（１名）、事務局次長（若

干名）、理事（若干名）、会計監査（２名）を総会で選出します。任期は１年とし再

任は妨げないこととします。 

⑥ 必要に応じて「顧問」と「参与」を置くことができるとします。 



⑦ 事務所に事務局を置き、事務局長を統括責任者として、日常業務を処理すること

とします。また事務局長・事務局次長による事務局会議を必要に応じ開催し、円滑

な業務の推進に当たります。 

 

 

３．「兵庫センター」の当面の取り組み 

 

  具体的には、結成総会後の第１回理事会での相談事項としますが、当面、次の活動に

取り組みます。 

 

 １）学習・教育活動 

   秋に活動家養成のための「活動家養成講座」を開催します。専門家の協力を得て充

実した連続講座にします。 

 

 ２）専門家との「懇談会」の開催 

   「センター」の事業推進には、専門家との連携が欠かせません。これまでの「経過・

結成の意義と目的」などを正式に説明し、理解と協力をお願いすることと、「関係情報

の提供」「学習活動の講師」「研究会への参加」等について、自由な意見交換の場とし

て懇談会を開催します。 

 

 ３）情報収集と提供 

   働くもののいのちと健康に関する情報収集を進めます。全国センターや地方センタ

ーとの連携を取りながら、関係する加盟団体や専門家などの協力を得て進めます。 

 

 ４）広報活動 

   広報活動として「ニュース」の定期発行をめざします。インターネット・ホームペ

ージの開設などを含めた広報活動の充実をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「働くもののいのちと健康を守る兵庫センター」規約 

 

 

第１章 総 則 

第１条（名称） 

  この団体は「働くもののいのちと健康を守る兵庫センター」という。 

  （略称＝「いのちと健康・兵庫センター」） 

第２条（事務所） 

  本会の事務所を兵庫県神戸市長田区腕塚町 3丁目 2-2 新長田サンヨービル 2階に置く。 

第３条（目的） 

本会は、働くものの労働による災害・疾病や社会的要因により起こる健康障害などを

防止し、職場と地域の安全衛生の確保と完全な補償を実現するために、共同して行う働

くもののいのちと健康・権利を守る事業を通じて、人間が尊重され、安心して働ける職

場・社会の建設に寄与することを目的とする。 

第４条（事業） 

  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   １）学習・教育活動 

   ２）関係資料の収集及び提供 

   ３）実態・運動の交流 

   ４）相談・支援活動 

   ５）諸課題の調査・研究・提言 

   ６）広報・出版活動 

   ７）全国センター・関係団体、専門家などとの協力、共同、連携 

   ８）その他、本会の目的達成のために必要な事業 

 

第２章 会 員 

第５条（会員） 

  本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会した団体・個人及び専門家とする。 

第６条（会費） 

  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

第７条（入会） 

  本会に入会を希望するものは、所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を経た

のち会員になることができる。 

 

 



第３章 機関及び事務局 

第８条（機関） 

  本会の機関は、総会と理事会とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

第９条（構成） 

  総会は、会員の代議員及び役員をもって構成する。代議員数は、別に定める。 

  ２．理事会は、会計監査を除く役員で構成する。 

第１０条（機能） 

  総会は、次の事項を議決する。 

   １）事業報告の承認と事業計画の決定 

   ２）収支決算の承認と財政方針、予算の決定 

   ３）役員の選出 

   ４）規約の改廃 

   ５）その他本会の運営に関する重要事項 

  ２．理事会は、次のことを議決する。 

   １）総会が議決した事項の執行に関する事項 

   ２）総会に付議すべき事項 

   ３）専門委員会・部会及び研究会等の運営に関する事項 

   ４）その他総会の議決を要しない会務に関する事項 

第１１条（開催） 

  通常総会は、原則として年１回、２月に開催する。総会は理事長が招集する。 

２．臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員総代議員数の５分の１以上、

若しくは理事の３分の１以上からの会議目的の事項を示して請求があったときに開

催する。 

３．理事会は、原則として年度内に４回、３ヶ月毎に開催する。但し理事長が必要と

判断したときまたは理事の３分の１以上から、会議目的の事項を示して請求があっ

たときに開催する。 

第１２条（会議の成立要件及び委任） 

  総会は、その構成する代議員の過半数の出席で成立する。但し、やむを得ない理由の

ため総会に出席できない場合は、委任することができる。この場合、当該代議員は、総

会に出席したものとみなす。 

２．理事会は、その構成する理事の過半数の出席で成立する。但し、やむを得ない理

由のため理事会に出席できない場合は、委任することができる。この場合、当該理

事は、理事会に出席したものとみなす。 

第１３条（議決） 

  総会の議事は、出席代議員の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長の

決するところとする。 



  理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって議決し、可否同数のときは議長

の決するところとする。 

第１４条（議事録） 

  会議の議事については、議事録を作成する。 

第１５条（事務局） 

  日常の業務を処理するため、事務所に事務局を置き、事務局長がこれを統括する。 

  ２．事務局の運営に必要な規則は別に定める。 

第１６条（専門委員会・部会及び研究会等） 

  事業を円滑にすすめるため、理事会の議を経て、専門委員会・部会及び研究会等を設

けることができる。 

 

第４章 役 員 

第１７条（役員の種別と選任） 

  本会に次の役員を置く。 

   １）理事長   １名 

   ２）副理事長  若干名 

   ３）事務局長  １名 

   ４）事務局次長 若干名 

   ５）理事    若干名 

   ６）会計監査  ２名 

  ２．役員は、総会で選出する。 

  ３．会計監査は他の役員を兼ねることができない。 

  ４．役員の定数については、理事会で決定する。 

第１８条（職務） 

  理事長は、本会を代表し、会務を統括する。 

  ２．副理事長は、理事会を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。 

  ３．事務局長は、事務局を統括し、日常の会務を執行する。 

  ４．事務局次長は、事務局長を補佐し、事故あるときは、これを代行する。 

  ５．理事は、総会の議決事項の執行にあたる。 

  ６．会計監査は、本会の財産状況及び執行状況を監査する。 

第１９条（任期） 

  役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

  ２．役員の欠員または補充は理事会で行うことができる。 

   補充された役員の任期は、残任期間とする。 

 

 



第５章 顧問及び参与 

第２０条（顧問と参与） 

  本会には、総会の議を経て、顧問と参与を置くことができる。 

 顧問と参与は、総会・理事会等に出席して意見を述べることができる。 

 

第６章 資産及び会計 

第２１条（資産の構成と管理） 

  本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。 

   １）会費 

   ２）寄付金品 

   ３）その他の資産 

  ２．本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 

第２２条（経費の支弁） 

  本会の経費は、資産をもって支弁する。 

第２３条（予算及び決算） 

   本会の収支予算及び収支決算は、会計年度終了後１カ月以内にその年度の財産目録

と共に作成し、会計監査の監査を経て総会の承認を得なければならない。 

第２４条（会計監査） 

  本会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日で終わる。 

 

第７章 規約の改廃 

第２５条（規約の改廃） 

   この規約の改廃は、総会において出席代議員の３分の２以上の同意を得なければな

らない。 

 

第８章 附 則 

第２６条（疑義） 

  この規約に疑義が生じたときは、理事会でその解釈を決定する。 

第２７条（施行） 

  この規約は、２０１３年２月９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



「いのちと健康・兵庫センター」入会申込書 

 

いのちと健康・兵庫センター 理事長 殿 

 

私は、「働くもののいのちと健康を守る兵庫センター」の目的に賛同し、 

入会を申し込みます。 

 

申込年月日  

        年     月     日 

団体名／代表者 

 ＊ ＊ ＊ ＊ 

氏 名（個人） 

 

住     所 （〒    －    ） 

 

（ＴＥＬ） 

（Ｍａｉｌ） 

《 会 費 》 

（団体・個人）         口 

※団体１口＝月額 1，000円・個人 1口＝月額 500円 
 

☆ 個人会員の方へ・・・ 所属団体、資格、経歴、コメント 等 

  ※連絡先：いのちと健康・兵庫センター 

 ＴＥＬ（０７８）６１１－８６３８  ＦＡＸ（０７８）６４６－７２２９ 

    Ｅ-mail（ｉｎｏｋｅｎ－ｈ＠ｄｄｋｎｅｔ．ｎｅ．ｊｐ） 


